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丸山ダム貯水池の沈没船の撤去について

= 作業の日程等についてお知らせします =

 丸山ダムの堤体左岸付近に停泊していた作業船「まるやま号」(国交省所有)の沈没を２月２
日(水)に確認して以降、フェンスやマットの設置等による油類の流出防止対策と併せ、船体
の撤去方法の検討を進めてきました。※

 船体の撤去作業は、以下の手順で行う予定です。
• 転倒している船体をダム堤体方向に引っ張り、正しい体勢で着床させます。〈図Ａ〉
• 船体を少し引き上げ、ダム堤体方向へ引き寄せた後に再び着床させます。〈図Ｂ〉
• 船体付属のクレーンを船体から取り外し、撤去します。〈図Ｃ〉
• 船体を引き上げ、貯水池水面に浮上させた状態で船体内の水や油を抜取します。〈図Ｄ〉
• 船体をダム堤体天端へ吊上し、適切な大きさに分解の上で仮置場へ運搬します。

 撤去作業の着手は３月１８日(金)、終了は４月７日(木)の予定です。
• 終了日は、天候や船体の状況等に応じて変わる可能性があります。

• 現地での取材や見学は、狭小な工事現場のため、ご遠慮ください。

 撤去作業の最中も油類の拡散・木曽川への流出防止に努めていきます。
※ 2月24日(木)・25(金)の作業は、油類抜取の予定を変更し、船体状況の詳細確認と油漏れ部の被覆を行いました。

【問合せ先】木曽川水系ダム統合管理事務所

丸山ダム管理支所長 高木晃人 管理課長 前田隆成
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撤去作業のイメージ 注）左側がダム堤体(下流)方向

作業手順

〈図Ａ〉

〈図Ｃ〉 〈図Ｄ〉

〈図Ｂ〉



◆（参考）丸山ダムの概要
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